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第
４
章　
「
命
の
尊
厳
」
を
守
る
―
―
国
連
は
反
人
道
罪
に
ど
う
対
処
し
て
き
た
か

望
月　

康
恵

１　

国
際
社
会
に
お
け
る
反
人
道
罪
の
取
り
組
み

　
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
戮
を
対
象
に
し
て

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
所
憲
章
に
定
め
ら
れ
て
以
降
、
反
人
道
罪
に
対
し
て
如
何
に
対
処
す
る
の
か
、
国

際
社
会
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
続
け
て
い
る
。
二
度
に
わ
た
る
戦
争
の
惨
害
を
経
て
設
立
さ
れ
た
、
普
遍
的

な
国
際
機
構
と
し
て
の
国
連
は
、
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
そ
の
主
要
な
目
的
と
し
、
人
権
の
保
護

促
進
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
反
人
道
罪
に
つ
い
て
、
国
連
で
議
論
さ
れ
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
反
「
人
道
」
罪
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
犯
罪
は
人
類
全
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体
に
対
す
る
残
虐
行
為
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
人
間
性
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
国
際

社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
国
連
に
お
い
て
、「
反
人
道
罪
」
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
連
で

は
、
①
宣
言
や
条
約
の
策
定
を
通
じ
て
の
反
人
道
罪
の
違
法
化
、
②
平
和
活
動
を
通
じ
て
の
反
人
道
罪
へ

の
対
処
、
③
人
権
の
観
点
か
ら
の
反
人
道
罪
の
特
定
、
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。
反
人
道
罪
が
個
人
に
帰
す

る
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
犯
罪
が
生
じ
う
る
背
景
、
行
為
の
状
況
の
確
認
、
さ
ら
に
は
そ
の
行
為

が
及
ぼ
し
た
社
会
的
影
響
と
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
個
人
を
訴
追
す
る
刑
事
裁
判

所
に
お
い
て
対
応
で
き
る
事
項
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
際
社
会
全
体
と
し
て
の
多
様
な
措
置
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
こ
で
以
下
、
国
連
の
取
り
組
み
を
概
観
し
、
国
際
社
会
の
対
応
が
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）

に
お
け
る
訴
追
や
処
罰
を
補
完
す
る
機
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
な
お
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
に
つ
い

て
は
そ
の
内
容
や
定
義
は
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
と
称
さ
れ
て
き
た

行
為
や
状
況
一
般
を
扱
い
、「
反
人
道
罪
」
と
称
し
て
検
討
す
る
。

２　

違
法
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
―
宣
言
や
条
約
の
策
定

　

国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
か
ら
、
反
人
道
罪
を
特
定
し
違
法
化
を
目
指
し
て
宣
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言
や
条
約
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
表
一
参
照
）。

（
表
一
）
国
際
社
会
に
お
い
て
作
ら
れ
た
「
反
人
道
罪
」
を
含
む
文
書

年

文　

書　

名

内　
　
　

容

一
九
四
六

国
連
総
会
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
条
例
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
国
際
法
の
諸
原
則
を
確
認

す
る
決
議
」
採
択
九
五
（
Ⅰ
）

国
際
法
上
の
犯
罪
と
し
て
の
人
道
に
対
す
る
罪

（
原
則
Ⅳ
）

一
九
四
八

集
団
殺
害
犯
罪
条
約

人
道
に
対
す
る
罪
の
個
別
行
為

一
九
五
〇

国
際
法
委
員
会
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
所
の

憲
章
と
判
決
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
国
際
法
の

諸
原
則
」
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則

人
道
に
対
す
る
犯
罪
（
原
則
Ⅵ
（ｃ
））

一
九
六
八

戦
争
犯
罪
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す

る
事
項
不
適
用
に
関
す
る
条
約

人
道
に
対
す
る
罪
が
戦
時
ま
た
は
平
時
に
行
わ

れ
う
る
こ
と
を
規
定
（
第
一
条
（
ｂ
））

一
九
七
三

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
条
約

人
道
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

（
第
一
条
）
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一
九
八
四

拷
問
等
禁
止
条
約

人
道
に
対
す
る
罪
の
個
別
行
為

一
九
九
一

国
際
法
委
員
会
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す

る
罪
の
法
典
草
案
」
暫
定
採
択

一
九
九
三

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程

管
轄
犯
罪
と
し
て
の
人
道
に
対
す
る
罪
（
第
五
条
）

一
九
九
四

ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程

管
轄
犯
罪
と
し
て
の
人
道
に
対
す
る
罪
（
第
三
条
）

一
九
九
六

国
際
法
委
員
会
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す

る
罪
の
法
典
草
案
」
暫
定
採
択

Ａ
／
５１
／
１0

第
一
八
条

一
九
九
八

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程

第
七
条

二
〇
〇
五

国
連
総
会
決
議
「
保
護
す
る
責
任
」

Ａ
／
Ｒ
Ｅ
Ｓ
／
６0
／
１

第
一
三
八
、
一
三
九
項

二
〇
〇
六

強
制
失
踪
条
約

人
道
に
対
す
る
罪
の
個
別
行
為

二
〇
一
七

国
際
法
委
員
会
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
条
文

草
案
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国
際
的
な
会
議
、
国
連
総
会
、
国
連
総
会
の
補
助
機
関
で
あ
る
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
に
お
い
て
、

反
人
道
罪
の
内
容
や
、
そ
の
行
為
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
Ｉ
Ｌ
Ｃ
で
は
、

国
際
法
の
漸
進
的
発
達
お
よ
び
法
典
化
が
目
指
さ
れ
、
反
人
道
罪
に
関
す
る
法
文
書
が
作
成
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
の
法
典
草
案
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年

代
ま
で
議
論
が
行
わ
れ
、
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
に
該
当
す
る
犯
罪
類
型
と
し
て
、
侵
略
犯
罪
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
な
ど
と
併
せ
て
、
人
道
に
対
す
る
罪
が
規
定
さ
れ
た
（
第
一
八
条
）。
ま
た
こ
の
文
書
は
、

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
の
作
成
に
お
い
て
も
援
用
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
四
年
以
降
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
人
道
に
対
す
る
罪
の
条
約
案
を
検
討
し
、
二
〇
一
七
年
に
草
案
が
作
成

さ
れ
た
。
こ
の
条
約
の
目
的
は
、
第
一
に
、
反
人
道
罪
の
捜
査
や
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
訴
追
、
処
罰
の
た

め
に
国
家
間
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
反
人
道
罪
に
対
す
る
国
家
の
防
止
義
務
を
明
確
に

す
る
こ
と
、
第
三
に
、
国
内
で
の
刑
事
司
法
制
度
を
確
立
し
犯
罪
の
不
処
罰
を
防
ぐ
こ
と
、
第
四
に
、
犯

罪
行
為
の
立
法
義
務
を
国
家
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
約
草
案
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
定
義
は
Ｉ
Ｃ

Ｃ
規
程
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
反
人
道
罪
が
ど
の
よ
う
な
犯
罪
行
為
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
り
多
様
で
あ

る
。
国
連
で
採
択
さ
れ
た
文
書
か
ら
は
、
次
の
共
通
点
が
確
認
さ
れ
る
。
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ま
ず
、
反
人
道
罪
の
行
為
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
反
人
道
罪
は
、
国
の
政
府
や
、
組
織
に
よ
り
そ
そ
の

か
さ
れ
あ
る
い
は
指
示
さ
れ
た
行
い
で
あ
る
。
非
人
道
的
な
行
為
の
実
施
に
は
、
組
織
化
さ
れ
た
集
団
が

存
在
し
、
命
令
を
行
使
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
支
配
者
の
存
在
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
人
道

罪
に
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
様
な
組
織
集
団
に
お
い
て
命
令
を
下
し
実
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
力
者

で
あ
る
。
非
国
家
主
体
に
つ
い
て
も
、
国
家
に
準
ず
る
組
織
が
存
在
し
権
力
を
行
使
で
き
る
者
の
行
為
に

つ
い
て
は
、
反
人
道
罪
が
適
用
さ
れ
る
。

　

次
に
、
誰
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
行
為
な
の
か
、
で
あ
る
。
反
人
道
罪
に
お
い
て
は
、
非
人
道
的
な
行

為
と
は
組
織
的
な
方
法
に
よ
り
大
規
模
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
組
織
的
な
方
法
に
よ
る
行
為
と
は
、

事
前
の
計
画
や
政
策
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
非
人
道
的
な
行
為
が
繰
り
返
し
あ
る
い
は
継
続
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
量
的
な
基
準
は
明
確
に
は
な
い
も
の
の
、
多
様
な
被

害
者
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
反
人
道
罪
は
、
組
織
的
な
方
法
で
行
わ
れ
る
か
、

あ
る
い
は
大
規
模
に
行
わ
れ
る
か
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ
、
両
方
を
同
時
に
満
た
す
こ

と
は
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
反
人
道
罪
は
、
直
接
の
被
害
を
受
け
た
人
や
共
同
体
の
み
な
ら

ず
、
人
類
全
体
を
苦
し
め
る
犯
罪
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
犯
罪
行
為
は
、
人
類
の
み
が

共
有
で
き
る
「
人
道
性
」
を
脅
か
し
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
反
人
道
罪
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
わ
れ
た
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
に
お
い
て
は
、
反
人
道
罪
は
武
力
紛
争
と
の
関
連
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
の
設
立
の
際
に
は
、「
人
道
に
対
す
る
罪
は
、
あ
ら

ゆ
る
市
民
に
対
す
る
も
の
で
、
国
際
的
あ
る
い
は
国
内
の
性
質
の
紛
争
で
行
わ
れ
よ
う
と
、
禁
止
さ
れ
る

…
…
人
道
に
対
す
る
罪
は
、
意
図
的
な
殺
害
、
拷
問
ま
た
は
暴
行
な
ど
、
極
め
て
深
刻
な
性
質
の
非
人
道

的
な
行
為
を
表
し
、
国
民
的
、
政
治
的
、
民
族
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
上
の
理
由
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る

市
民
の
人
々
に
対
す
る
大
規
模
ま
た
は
組
織
的
な
攻
撃
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
見

解
が
示
さ
れ
、
紛
争
状
況
で
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
が
対
象
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
反
人
道
罪
は
紛
争
下

の
行
為
に
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
の
行
為
が
対
象
と
な
る
。

　

以
上
の
通
り
、
反
人
道
罪
に
関
す
る
文
書
の
作
成
や
採
択
は
、
国
際
的
な
関
心
事
項
と
し
て
の
反
人
道

罪
に
つ
い
て
、
国
際
社
会
の
認
識
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
国
際
社
会
と
し
て
反
人
道

罪
や
そ
の
行
為
者
を
非
難
し
、
行
為
に
対
し
て
措
置
を
取
る
こ
と
に
加
え
て
、
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
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３　
「
保
護
す
る
責
任
」
に
お
け
る
反
人
道
罪

　

反
人
道
罪
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
「
保
護
す
る
責
任
（
Ｒ
２
Ｐ
）」
の
議
論
に
お
い

て
も
重
大
犯
罪
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
保
護
す
る
責
任
と
は
、
人
々
の
生
命
に
責
任
を
持
つ

の
は
主
権
国
家
で
あ
る
が
、
主
権
国
家
が
そ
の
責
任
を
担
え
な
い
場
合
は
国
際
社
会
が
国
家
に
代
わ
っ
て

行
動
し
、
人
々
の
生
命
を
守
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
当
初
は
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
り
主

導
さ
れ
、
国
際
社
会
に
よ
る
新
し
い
対
応
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、

著
し
い
人
権
侵
害
が
発
生
し
、
国
家
が
対
応
で
き
な
い
場
合
に
国
際
社
会
が
国
家
に
代
わ
っ
て
責
任
を
担

う
と
い
う
主
張
は
、
人
道
を
目
的
と
し
て
、
他
国
へ
の
介
入
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
用
い
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
国
家
に
生
じ
さ
せ
た
。

　

二
〇
〇
五
年
の
世
界
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
成
果
文
書
に
お
い
て
、
保
護
す
る
責
任
が
援
用
さ
れ
る

場
合
に
は
、
国
連
憲
章
に
従
う
こ
と
が
次
の
通
り
明
記
さ
れ
た
。

大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
責
任

　

一
三
八
．
各
国
家
は
、
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
そ
の
国
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の
人
々
を
保
護
す
る
責
任
を
負
う
。
こ
の
責
任
は
、
適
切
か
つ
必
要
な
手
段
を
通
じ
、
扇
動
を
含
む
こ
の

よ
う
な
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
を
伴
う
。
我
々
は
、
こ
の
責
任
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
い
行
動
す
る
。

国
際
社
会
は
、
適
切
な
場
合
に
、
国
家
が
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
奨
励
し
助
け
る
べ
き
で
あ
り
、
国

連
が
早
期
警
戒
能
力
を
確
立
す
る
こ
と
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

　

一
三
九
．
国
際
社
会
も
国
連
を
通
じ
、
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯

罪
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
を
助
け
る
た
め
に
、
憲
章
第
六
章
お
よ
び
第
八
章
に
従
い
、
適
切
な
外
交

的
、
人
道
的
お
よ
び
そ
の
他
の
平
和
的
手
段
を
用
い
る
責
任
を
負
う
。
こ
の
文
脈
で
、
我
々
は
、
仮
に
平

和
的
手
段
が
不
十
分
で
あ
り
、
国
家
当
局
が
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る

犯
罪
か
ら
自
国
民
を
保
護
す
る
こ
と
に
明
ら
か
に
失
敗
し
て
い
る
場
合
は
、
適
切
な
時
期
に
断
固
と
し
た

方
法
で
、
安
全
保
障
理
事
会
を
通
じ
て
、
第
七
章
を
含
む
国
連
憲
章
に
従
い
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
、
か

つ
適
切
な
場
合
に
は
関
係
す
る
地
域
機
関
と
協
力
し
つ
つ
、
集
団
的
行
動
を
取
る
用
意
が
あ
る
。
我
々
は
、

総
会
が
、
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
責
任

お
よ
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
、
国
連
憲
章
お
よ
び
国
際
法
の
諸
原
則
に
留
意
し
つ
つ
、
検
討
を
継
続
す
る

必
要
性
を
強
調
す
る
。
我
々
は
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
か
つ
適
切
に
、
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄



90

化
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
国
家
の
能
力
構
築
を
助
け
、
ま
た
危
機
や
紛
争
が

勃
発
す
る
緊
張
に
晒
さ
れ
て
い
る
国
家
を
支
援
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
る
考
え
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
世
界
サ
ミ
ッ
ト
成
果
文
書
で
は
、
国
家
が
、
人
道
に
対
す
る
罪
を
含
む
犯
罪
行
為
に
つ
い
て

人
々
を
守
る
責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
責
任
を
国
家
が
担

え
な
い
場
合
に
は
、
国
連
が
紛
争
の
平
和
的
解
決
手
段
（
国
連
憲
章
第
六
章
）
や
地
域
的
機
関
（
第
八
章
）
を

用
い
て
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
第
七
章
に
従
い
強
制
措
置
を
取
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

世
界
サ
ミ
ッ
ト
成
果
文
書
か
ら
、
反
人
道
罪
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
反
人
道
罪
は
、
国
際
社
会
に
と
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
深
刻
な
犯
罪
行
為
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
際
社
会
に
よ
る
対
応
が
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
犯
罪
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
い
て
安
全
保
障
理
事
会
が
措
置

を
講
じ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
は
、
保
護
す
る
責
任
の
枠
組
み
に
お
け
る
反
人
道
罪
へ
の
国
連

の
取
り
組
み
は
、
反
人
道
罪
を
犯
し
た
個
人
の
訴
追
や
処
罰
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
反
人
道
罪
を
含
む
四
つ
の
犯
罪
行
為
の
発
生
の
前
提
と
し
て
、
政
府
あ
る
い
は
組
織
化
さ
れ
た
団
体
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が
存
在
し
、
そ
の
行
為
あ
る
い
は
命
令
に
よ
り
、
目
的
を
伴
う
非
人
道
的
な
行
動
が
な
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
所
は
個
人
の
犯
罪
行
為
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
特
化
し
て
お
り
、
犯
罪
行
為

が
生
じ
る
状
況
や
そ
の
背
景
に
対
応
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
成
果
文
書
で

は
、
政
府
や
国
際
機
構
は
、
政
府
や
軍
に
よ
る
意
図
的
な
行
動
を
伴
う
行
為
に
対
応
す
る
、
保
護
す
る
責

任
を
負
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
反
人
道
罪
が
生
じ
う
る
状
況
に
対
処

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
連
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
の
個
人
の
訴
追
を
補
完
す
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
犯
罪
行
為
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
家
主
権
を
理
由
と
し
て
国
が
措
置
を
講
じ
な

い
こ
と
は
も
は
や
認
め
ら
れ
ず
、
国
際
社
会
と
し
て
、
強
制
措
置
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
取
ら
れ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
世
界
サ
ミ
ッ
ト
成
果
文
書
で
確
認
さ
れ
た
保
護
す
る
責
任
の
実
施
は
、
三
つ
の
柱
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
保
護
す
る
責
任
は
、
第
一
に
、
国
家
が
人
々
を
四
つ
の
犯
罪
か
ら
保
護
す
る
責

任
、
第
二
に
、
国
家
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
国
際
社
会
が
支
援
す
る
約
束
、
第
三

に
、
国
家
が
人
々
を
明
ら
か
に
保
護
で
き
な
い
場
合
に
は
、
国
連
の
加
盟
国
が
集
団
と
し
て
対
応
す
る
責

任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
反
人
道
罪
は
、
保
護
す
る
責
任
の
文
脈
に
お
い
て
、
主
権
国
家
、
国
連
加
盟
国
、

国
際
社
会
に
よ
る
国
連
憲
章
に
基
づ
く
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
通
り
、
保
護
す
る
責
任
を
通
じ
て
、
四
つ
の
犯
罪
行
為
が
特
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
が

国
際
社
会
の
総
意
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
保
護
す
る
責
任
に
基
づ
い
た
国
連
に
よ

る
措
置
は
、
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
保
護
す
る
責
任
の
考
え
の
確
認
と
そ
れ
に
基
づ

く
枠
組
み
作
り
は
、
反
人
道
罪
に
対
処
す
る
国
際
社
会
全
体
と
し
て
の
一
連
の
取
り
組
み
と
し
て
評
価
で

き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
国
連
憲
章
下
で
の
措
置
は
、
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
個
人
の
訴
追
や
処
罰

を
補
う
も
の
で
も
あ
る
。

４　

平
和
構
築
活
動
と
し
て
の
取
り
組
み

　

反
人
道
罪
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
犯
罪
の
発
生
前
や
発
生
中
の
状
況
へ
の
取
り
組
み
や
、

犯
罪
行
為
者
に
対
す
る
措
置
に
留
ま
ら
な
い
。
と
く
に
紛
争
終
了
後
に
は
、
紛
争
の
再
発
を
防
止
し
ま
た

平
和
が
永
続
す
る
よ
う
に
新
し
い
社
会
の
構
築
が
目
指
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
反
人
道
罪
へ
の
対
処
が
重

要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
体
制
の
移
行
期
に
正
義
を
追
及
す
る
「
移
行
期
正
義
」
に
お
い
て
、
反
人
道

罪
を
含
む
重
大
犯
罪
に
関
し
て
は
、
一
方
で
は
加
害
者
の
行
為
を
特
定
し
、
他
方
で
誰
が
被
害
を
受
け
ど

の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
た
の
か
、
調
査
し
報
告
書
を
作
成
し
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
反
人
道
罪
の
特

定
化
と
加
害
者
に
対
す
る
非
難
、
被
害
者
に
対
す
る
公
的
な
認
知
が
行
わ
れ
て
き
た
。
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一
例
と
し
て
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
事
例
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
占
領
下
に
置
か
れ
て
い

た
東
テ
ィ
モ
ー
ル
は
、
国
家
と
し
て
の
独
立
を
目
指
し
、
そ
れ
を
支
援
す
る
目
的
で
国
連
の
平
和
維
持
活

動
で
あ
る
国
連
東
テ
ィ
モ
ー
ル
暫
定
行
政
機
構
（
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｅ
Ｔ
）
が
現
地
に
展
開
さ
れ
た
。
同
活
動
は
立

法
、
行
政
、
司
法
行
政
を
担
い
、
事
実
上
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
を
統
治
し
た
。
こ
の
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｅ
Ｔ
に
よ
り
、

重
大
犯
罪
行
為
に
管
轄
権
を
有
す
る
重
大
犯
罪
パ
ネ
ル
と
、
重
大
犯
罪
を
捜
査
す
る
重
大
犯
罪
ユ
ニ
ッ
ト

が
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
受
容
真
実
和
解
委
員
会
（
Ｃ
Ａ
Ｖ
Ｒ
）
が
設
立
さ
れ
、
一
九
七
四
年
か
ら
一
九

九
九
年
の
間
の
人
権
侵
害
行
為
を
調
査
し
、
ま
た
重
大
犯
罪
に
至
ら
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
和
解
と
正
義

を
促
進
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
Ｃ
Ａ
Ｖ
Ｒ
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
報
告
書
の
中
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に

よ
る
違
法
な
軍
事
占
領
下
で
市
民
に
行
わ
れ
た
人
権
侵
害
行
為
や
軍
に
よ
る
拷
問
、
一
九
九
九
年
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
軍
に
よ
る
違
反
行
為
は
、
人
道
に
対
す
る
罪
に
相
当
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
報
告
書
は
、

東
テ
ィ
モ
ー
ル
政
府
に
対
し
て
、
人
道
に
対
す
る
罪
を
刑
法
関
連
の
規
定
に
加
え
る
こ
と
を
、
ま
た
国
際

社
会
に
対
し
て
は
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
で
生
じ
た
人
道
に
対
す
る
罪
を
裁
く
た
め
に
、
国
連
憲
章
第
七
章
に

基
づ
く
刑
事
裁
判
所
の
設
立
を
勧
告
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
事
件
や
犯
罪
行
為
を
特
定
し
公
的
に

認
知
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
国
家
や
国
連
に
対
し
て
反
人
道
罪
に
対
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
勧
告
が
、
移
行
期
正
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
ま
た
そ
の
勧
告
は
、
国
家
の
法
制
度
の
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改
正
や
国
際
社
会
に
よ
る
刑
事
司
法
機
関
の
設
立
を
も
促
し
た
。

５　

国
連
の
人
権
諸
機
関
の
取
り
組
み

調
査
委
員
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）

　

国
連
の
人
権
理
事
会
は
、
加
盟
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
行
為
を
審
議
し
調
査
を
行
う
。
と
り
わ
け
人
権

理
事
会
が
設
立
し
た
調
査
委
員
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）
に
よ
る
人
権
侵
害
発
生
国
の
現
地
調
査
は
、
犯
罪
行
為
の
発

生
や
状
況
に
つ
い
て
国
連
が
特
定
し
公
表
す
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査

は
、
国
際
社
会
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
非
加
盟
国
に
関
与
で
き
る
貴
重
な
方
法
で
あ
る
。

　

調
査
委
員
会
を
通
じ
て
の
調
査
の
例
と
し
て
ブ
ル
ン
ジ
が
あ
る
。
同
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
行
為
に
つ

い
て
調
査
を
行
う
た
め
に
、
人
権
理
事
会
に
よ
り
調
査
委
員
会
が
二
〇
一
六
年
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
際

に
、
調
査
委
員
会
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
検
察
局
が
ブ
ル
ン
ジ
の
状
況
に
つ
い
て
予
備
捜
査
を
開
始
し
た
こ
と
に

留
意
し
、
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
締
約
国
と
し
て
の
ブ
ル
ン
ジ
の
義
務
に
つ
い
て
想
起
し
た
。
ブ
ル
ン
ジ
は

二
〇
〇
四
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
批
准
し
た
が
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
に
脱
退
し
た
。
た
だ
し
同
国

が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
か
ら
脱
退
し
た
と
し
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
ブ
ル
ン
ジ
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
当
事
国
で
あ
っ
た
二
〇

〇
四
年
一
二
月
一
日
か
ら
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
ま
で
の
行
為
に
つ
い
て
は
管
轄
権
を
有
す
る
と
し
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た
。
ブ
ル
ン
ジ
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
か
ら
の
脱
退
後
は
、
国
連
の
調
査
委
員
会
が
同
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
行
為
を

特
定
で
き
る
唯
一
の
組
織
と
な
っ
た
。
国
連
ブ
ル
ン
ジ
調
査
委
員
会
は
、
ブ
ル
ン
ジ
で
反
人
道
罪
が
行
わ

れ
て
き
た
こ
と
を
信
じ
る
に
足
る
十
分
な
証
拠
を
有
し
て
い
る
と
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
調
査

委
員
会
は
、
人
権
侵
害
行
為
が
人
道
に
対
す
る
罪
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
国
内
の
刑
事
司
法
制
度

の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

ま
た
調
査
委
員
会
に
よ
る
反
人
道
罪
の
特
定
が
、
刑
事
裁
判
所
で
の
犯
罪
行
為
者
の
訴
追
を
、
将
来
に

お
い
て
可
能
に
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
人
権
侵
害

行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
少
数
民
族
の
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
が
追
放
さ
れ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に

強
制
的
に
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事
態
に
対
し
て
、
人
権
理
事
会
は
、
国
連
独
立
国
際
事
実
調
査
ミ
ッ
シ
ョ

ン
（
Ｆ
Ｍ
Ｍ
）
を
設
立
し
、
国
際
犯
罪
に
相
当
す
る
人
権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
事
実
や
状
況
を
確
認
し
た
。

Ｆ
Ｍ
Ｍ
は
、
調
査
を
通
じ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
権
侵
害
行
為
を
公
表
し
、
国
際
社
会
に
対
し
て
措
置
を
取

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
た
と
え
ば
Ｆ
Ｆ
Ｍ
は
、
国
際
社
会
に
対
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
へ
の
支
援
の
停
止

を
促
し
た
。
ま
た
Ｆ
Ｆ
Ｍ
は
、
軍
の
司
令
官
が
国
際
社
会
か
ら
孤
立
さ
せ
ら
れ
、
彼
ら
が
戦
争
犯
罪
、
人

道
に
対
す
る
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
よ
り
刑
事
裁
判
所
で
裁
か
れ
る
べ
き
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
Ｆ
Ｆ
Ｍ

は
犯
罪
行
為
者
の
訴
追
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
促
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
Ｆ
Ｍ
Ｍ
に
よ
る
人
権
侵
害
行
為
の
状
況
確
認
が
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
／
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

事
態
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
の
捜
査
を
始
め
る
契
機
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｆ
Ｍ
Ｍ
が
設
立

さ
れ
る
際
に
、
人
権
理
事
会
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
し
て
犯
罪
行
為
者
の
処
罰
と
被
害
者
の
救
済
を
求

め
た
。
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
検
察
官
が
予
備
的
検
討
の
開
始
を
宣
言
し
た
数
日
前
に
は
、
Ｆ
Ｍ
Ｍ
が
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
人
権
侵
害
状
況
を
公
表
し
、
国
際
人
道
法
の
深
刻
な
違
反
に
加
え
て
、
一
貫
し
た
形
態
の
重
大
な
人
権

侵
害
と
違
反
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
責
任
を
有
す
る
軍
の
司

令
官
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
捜
査
さ
れ
訴
追
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
。

　

ま
た
Ｆ
Ｍ
Ｍ
を
引
き
継
い
で
、
二
〇
一
九
年
よ
り
ミ
ャ
ン
マ
ー
独
立
調
査
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
）
が

設
立
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
、
犯
罪
行
為
者
の
刑
事
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
た
め
に
証
拠
収
集
を
行
い
、

ま
た
次
の
特
徴
を
有
す
る
。

　

第
一
に
、
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
情
報
収
集
に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
を
含
む
刑
事
裁
判
所
で
の
犯
罪
行
為
者
を
訴
追
で

き
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
の
証
拠
の
収
集
と
保
存
は
、
犯
罪
行
為
者
の
将
来
の

訴
追
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
特
に
時
間
の
経
過
に
よ
り
証
拠
を
隠
ぺ
い
し
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
可
能

性
が
高
く
な
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
保
存
し
て
用
意
し
て
お
く
こ
と
（
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）

は
、
移
行
期
正
義
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
た
取
り
組
み
で
あ
る
。



第４章　「命の尊厳」を守る

97

　

第
二
に
、
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
公
平
か
つ
独
立
し
た
刑
事
手
続
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
裁

判
機
関
で
は
な
い
が
、
同
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
証
拠
の
収
集
と
刑
事
事
件
の
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
、
裁
判
機
関

と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
行
為
者
が
不
処
罰
と
な
ら
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
証
拠
の

共
有
に
つ
い
て
も
注
意
を
払
い
、
被
害
者
の
人
権
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。
す
な
わ
ち
情
報
を
提

供
す
る
機
関
に
つ
い
て
、
目
撃
者
と
情
報
源
を
保
護
し
、
秘
匿
の
約
束
を
尊
重
す
る
こ
と
を
確
保
で
き
る

場
合
に
限
り
、
情
報
を
共
有
す
る
。
ま
た
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
、
公
正
な
裁
判
の
権
利
を
含
む
国
際
人
権
法
や
基

準
を
尊
重
し
、
死
刑
を
課
さ
な
い
裁
判
所
と
の
み
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
が

自
ら
得
た
情
報
を
裁
判
所
と
共
有
す
る
場
合
に
も
、
目
撃
者
の
人
権
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に

確
保
す
る
。

　

第
三
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
状
況
を
監
視
し
続
け
る
こ
と
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
抑
止
効
果
を
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
は

想
定
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
の
長
は
、
二
〇
一
九
年
に
国
連
人
権
理
事
会
で
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。「
Ｉ

Ｉ
Ｍ
Ｍ
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
全
て
の
軍
事
組
織
に
所
属
す
る
、
将
来
の
犯
罪
行
為
者
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
て
い
る
。
我
々
は
監
視
を
続
け
て
お
り
、
犯
罪
行
為
者
は
そ
の
責
任
を
い
つ
の
日
か
追
及
さ
れ

る
だ
ろ
う
、
と
」。
国
連
の
人
権
機
関
に
よ
る
人
権
状
況
の
監
視
が
続
け
ら
れ
、
犯
罪
行
為
に
関
す
る
情
報

の
収
集
活
動
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
権
侵
害
行
為
に
対
す
る
抑
止
効
果
が
働
く
こ
と
が
期
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待
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
通
り
、
人
権
理
事
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
調
査
委
員
会
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
一
方
で
は
人
権

状
況
に
つ
い
て
調
査
し
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
社
会
に
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
の
み

な
ら
ず
、
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
対
応
を
取
る
。
何
よ
り
も
情
報
の
収
集
と
蓄
積
は
、
犯
罪
行
為
者
の
訴

追
と
処
罰
に
向
け
た
準
備
で
も
あ
り
、
今
後
行
わ
れ
う
る
刑
事
裁
判
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
よ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
に
対
す
る
人
権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
Ｉ
Ｃ

Ｃ
規
程
の
加
盟
国
で
は
な
い
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
現
地
で
調
査
を
行
う
こ
と
も
犯
罪
行
為
者
の
訴
追

も
、
現
段
階
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
権
理
事
会
は
、
国
連
加
盟
国
で
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー

に
対
し
て
は
、
従
来
通
り
、
人
権
侵
害
の
調
査
、
普
遍
的
定
期
審
査
な
ど
を
通
じ
て
、
人
権
状
況
に
つ
い

て
調
べ
た
り
審
議
し
た
り
で
き
る
。
つ
ま
り
は
人
権
理
事
会
に
よ
る
反
人
道
罪
へ
の
取
り
組
み
は
、
人
権

の
保
護
と
促
進
を
目
指
す
国
連
に
よ
る
取
り
組
み
の
一
部
で
あ
り
、
同
時
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
よ
り
効
果
的
に
機

能
し
、
犯
罪
行
為
者
の
訴
追
と
処
罰
を
何
時
で
も
行
え
る
よ
う
に
支
援
す
る
、
重
要
か
つ
不
可
欠
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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６　

国
連
に
よ
る
取
り
組
み
の
課
題

　

以
上
の
通
り
、
反
人
道
罪
に
対
し
て
は
、
国
連
に
お
け
る
文
書
の
作
成
、
体
制
移
行
期
の
社
会
の
復
興
、

現
地
調
査
な
ど
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
特
定
の
国
に
つ
い
て
は
、
国
際
社
会
が
人
権
侵
害

状
況
を
監
視
し
続
け
る
立
場
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
的
な
犯
罪
行
為
者
に
よ
る
将
来
の
行
動
を
抑
止

す
る
意
義
を
も
有
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
国
連
の
活
動
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
訴
追
や
処
罰
を
補
完
す

る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
は
限
界
も
あ
り
、
次
の
課
題
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
国
連
憲
章
体
制
に
内
在
す
る
制
約
で
あ
る
。
国
連
が
加
盟
国
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国
際
機
構

で
あ
り
、
そ
の
意
思
決
定
は
政
府
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
が
同
意
し
な
い
、
あ
る
い
は
同
意

で
き
な
い
文
書
は
作
成
も
ま
た
実
施
も
困
難
で
あ
る
。
と
く
に
安
全
保
障
理
事
会
が
国
連
に
お
い
て
決
定

を
行
え
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
常
任
理
事
国
の
同
意
が
得
ら
れ
る
措
置
の
み
が
可
能
と
な

る
。

　

た
と
え
ば
、
保
護
す
る
責
任
に
つ
い
て
も
、
国
家
が
人
々
を
保
護
す
る
意
思
や
能
力
が
欠
如
し
て
い
る

場
合
に
は
、
国
連
憲
章
第
六
章
か
ら
第
八
章
の
措
置
に
基
づ
く
措
置
が
取
ら
れ
る
。
た
だ
し
第
七
章
の
措

置
の
決
定
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
常
任
理
事
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国
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
他
の
大
多
数
の
国
が
、
保
護
す
る
責
任
が
守
ら
れ
て
い
な

い
と
確
認
す
る
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
連
に
よ
る
措
置
は
実
施
さ
れ
な
い
。
く
わ
え
て
、
保
護
す

る
責
任
に
関
し
て
、
国
連
憲
章
に
基
づ
い
て
国
際
社
会
が
対
応
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
実
際
に
措
置
を
取
る
こ
と
が
可
能
な
大
国
に
よ
る
行
動
が
期
待
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
か
え
っ

て
、
保
護
す
る
責
任
の
枠
組
み
で
、
人
権
侵
害
状
況
を
特
定
す
る
こ
と
に
国
が
躊
躇
す
る
状
況
も
生
じ
る

の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
連
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
の
関
係
性
の
構
築
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
よ
れ
ば
、
安
全
保

障
理
事
会
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
内
の
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
態
を
検
察
官
に
付
託
し
た
場
合

に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
（
第
一
三
条
）。
上
記
で
検
討
し
た
国
連
の
調
査
委
員
会
は
、
国

連
の
下
の
機
能
で
あ
る
。
調
査
委
員
会
が
収
集
し
た
証
拠
等
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
如
何
に
効
果
的
に
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
国
連
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
間
の
さ
ら
な
る
関
係
の
構
築
が
目
指
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
次
の
課
題
が
あ
る
。
反
人
道
罪
が
組
織
的
な
犯
罪
行
為
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
変
え
て
い
く
た
め
の
、
よ
り
長
期
的
な
対
応
が
国
際
社
会
と
し
て
求

め
ら
れ
る
。
現
在
で
は
、
犯
罪
行
為
者
の
処
罰
や
、
人
権
犯
罪
状
況
の
特
定
や
非
難
と
い
っ
た
、
短
期
的

か
つ
対
処
療
法
的
な
措
置
が
主
に
取
ら
れ
て
い
る
。
国
連
で
は
こ
れ
ま
で
、
反
人
道
罪
に
つ
い
て
特
定
し
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そ
の
行
為
に
対
し
て
非
難
を
行
う
も
の
の
、
そ
の
様
な
措
置
の
み
で
は
、
犯
罪
行
為
を
阻
止
し
た
り
永
続

的
に
な
く
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
反
人
道
罪
を
生
じ
さ
せ
る
国
家
の
政
治
体
制
や
構
造

を
変
え
、
組
織
的
な
犯
罪
が
二
度
と
生
じ
な
い
よ
う
な
抜
本
的
な
措
置
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
反
人
道
罪
を
発
生
さ
せ
る
政
治
体
制
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
く
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
、
現
地
の
人
々
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
の
か
、
長
期
的
か
つ
根
本
的
な

方
法
の
模
索
が
国
連
に
求
め
ら
れ
る
。

　

人
道
性
に
反
す
る
犯
罪
行
為
の
違
法
化
に
向
け
て
文
書
が
作
成
さ
れ
、
反
人
道
罪
を
訴
追
し
処
罰
す
る

体
制
が
確
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
国
際
社
会
と
し
て
評
価
さ
れ
る
営
み
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
す
で

に
生
じ
た
反
人
道
罪
へ
の
対
応
で
あ
る
。
反
人
道
罪
を
如
何
に
未
然
に
阻
止
し
て
い
く
の
か
、
予
防
的
な

観
点
を
も
踏
ま
え
て
の
包
括
的
な
取
り
組
み
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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